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平成２９年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会 会議録

平成２９年１１月２２日(水) 午後２時開議

    ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート ２階 桜島の間

議 事 日 程〔第１号〕

日程第 １ 議席の指定

日程第 ２ 会議録署名議員の指名

日程第 ３ 会期の決定

日程第 ４ 認定第 １号 平成２８年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

             一般会計歳入歳出決算の認定の件

日程第 ５ 認定第 ２号 平成２８年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

             後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の

件

日程第 ６ 議案第１１号 平成２９年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第１号）

日程第 ７ 議案第１２号 平成２９年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第 ８ 一般質問
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本日の会議に付した事件

議事日程のとおり
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出 席 議 員（１２人）

２ 番 上 門 秀 彦 議 員   ３ 番 西 平 良 将 議 員

４ 番 前 之 園 正 和 議 員   ６ 番 本 坊 輝 雄 議 員

７ 番 本 田 修 一 議 員   １０番 蔵 元 慎 一 議 員   

１１番 笹 山 義 弘 議 員   １２番 湯 之 原 一 郎 議 員

１５番 小 野 光 夫 議 員   １６番 名 越 修 議 員

１８番 鎌 田 愛 人 議 員   １９番 欠員

２０番 琉 理 人 議 員   

欠 席 議 員（７人）

１ 番 森 博 幸 議 員   ５ 番 新 原 春 二 議 員

８ 番 岩 根 賢 二 議 員   ９ 番 朝 山 毅 議 員

１３番 平 八 重 光 輝 議 員   １４番 楠 元 忠 洋 議 員

１７番 岩 川 俊 広 議 員      

説明のため出席した者（１２人）

広 域 連 合 長 岩 切 秀 雄 君   副広域連合長 川 添 健 君

事 務 局 長 前 田 愼 一 君   事 務 局 次 長 田 中 逸 朗 君

総 務 課 長 佐 藤 一 郎 君   業 務 課 長 山 元 茂 君

総 務 課 主 事 菊 永 真 衣 君   業 務 課 主 事 堀 田 和 哉 君

業 務 課 主 査 田 原 直 子 君   業 務 課 主 事 久 郁 弥 君

業 務 課 主 事 佐 多 晃 一 君   業 務 課 主 事 木 下 輝 之 君

   

職務のため出席した者（１人）

事 務 局 主 事 古 川 浩 仁 君
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＝開会：午後２時＝

○議長（上門 秀彦君） これより、平成２９年鹿児島県後期高齢者医療広域

連合議会第２回定例会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

○議長（上門 秀彦君） この際、諸般の報告をいたします。

まず、平成２９年９月３０日付けで前屋久島町議会議長の日髙好作議員

が、同町議会議員の任期満了に伴い、また、同年１１月９日付けで前龍郷

町長の徳田康光議員が、同町長の任期満了に伴い、広域連合規約第９条第

２項の規定により、広域連合議会議員を失職しましたことを御報告いたし

ます。

   次に、お手元に配付いたしましたとおり、監査委員から、地方自治法第

１９９条第９項の規定による「平成２９年度定期監査」、及び同法第２３５

条の２第３項の規定による「例月現金出納検査」の結果報告がありました。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程〔第１号〕のと

おりであります。

○議長（上門 秀彦君） それでは、日程第１「議席の指定」を行います。

去る、平成２９年１０月２日付けの告示により実施された、広域連合議

会議員補欠選挙で当選されました、岩川俊広議員の議席は、会議規則第４

条第２項の規定により、議長において、１７番に指定いたします。

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。

今議会の会議録署名議員は、議席番号７番 本田修一議員及び議席番号

１８番 鎌田愛人議員を指名いたします。

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第３「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。

今議会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「御異議なし」と認めます。

よって、会期は、本日１日と決定いたしました。

○議長（上門 秀彦君） ここで、岩切広域連合長から発言の申し出がありま
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すので、これを許可いたします。

  〔「議長」と呼ぶ者あり〕

岩切広域連合長。

  〔岩切秀雄広域連合長 起立〕

○広域連合長（岩切 秀雄君） 皆さん、こんにちは。

   平成２９年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会の開催に

あたり、一言御挨拶を申し上げます。

   議員の皆様方には、大変御多用の中、御出席を賜りましたことに、厚く

御礼を申し上げますとともに、後期高齢者医療制度につきましては、議員

の皆様方をはじめ関係機関の御理解・御協力のおかげをもちまして、円滑

な運営が図られていることに、深く感謝を申し上げます。

   さて、後期高齢者医療制度も、発足から１０年目を迎え、安定した制度

になりつつあります。一方、平成３０年度は、診療報酬、介護報酬等の同

時改定及び各種計画の実施、国民健康保険の財政運営の都道府県単位化の

施行、介護保険制度改正の施行など、重要な施策の節目の年となることか

ら、国においては、公平な負担の観点を踏まえた効果的なインセンティブ

の導入などの支援等を行うことによって、医療費、介護費の高齢化を上回

る伸びを抑制しつつ、国民のニーズに適用した効果的なサービスを効率的

に提供することとしております。

   このような状況の中、当広域連合といたしましては、こうした国の動向

を注視し、高齢者の方々が安心して医療を受けることができるよう、本制

度の円滑な運営に努めるとともに、引き続き被保険者の皆様の健康の維

持・増進を図ってまいりたいと考えております。

   本日は、平成２８年度一般会計・特別会計決算認定、並びに平成２９年

度一般会計・特別会計補正予算などの議案を提案いたしております。何卒、

慎重な御審議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

   最後に、議員の皆様方をはじめ関係各位におかれましては、今後とも当

広域連合の運営に御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げまして、

議会開催に当たりましての御挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。
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〔岩切秀雄広域連合長 着席〕

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第４ 認定第１号「平成２８年度鹿児島

県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定の件」を議題とい

たします。

   ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

前田事務局長。

〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） 認定第１号「平成２８年度鹿児島県後期高齢者

医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定の件」について、御説明申し上

げます。

   議案書の１ページからでございますが、主な点について、決算書の中の

事項別明細書で御説明申し上げます。

   １２ページをお開き願います。

   まず歳入でございます。

   第１款 分担金及び負担金 第１項第１目 事務費負担金については、

予算現額７，６６７万６千円に対して、収入済額は同額でございます。

   第２款第１項第１目 繰越金については、予算現額４５１万５千円に対

して、収入済額は、ほぼ同額の４５１万５，５４８円でございます。

   一番下の歳入合計は、予算現額８，１１９万２千円に対して、収入済額

は、ほぼ同額の８，１１９万２，４６５円でございます。

   １４ページをお開き願います。

   次に歳出でございます。

   第１款第１項第１目 議会費については、予算現額２７７万１千円に対

して、支出済額は２１３万２，１５６円で、６３万８，８４４円の不用額

が出ております。

   支出の主なものは、第１節の議員報酬、第９節 旅費の費用弁償及び第

１３節の議会の音響設備等設置及び会議録作成業務委託料等で、不用額の

主なものは、第９節 旅費等の執行残でございます。

   １６ページをお開き願います。
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   第２款 総務費 第１項第１目 一般管理費については、予算現額  

７，６９８万６千円に対して、支出済額は７，４３４万９，０９０円で、

２６３万６，９１０円の不用額が出ております。

   支出の主なものは、第９節の幹事会、運営委員会等の旅費、第１４節の

事務室の借上料、第１９節の派遣職員人件費等負担金などで、不用額の主

なものは、第３節 職員手当や第９節 旅費、第１９節 派遣職員人件費

等負担金などの執行残でございます。

   １８ページをお開き願います。

   第２項 選挙費については、予算現額１１万９千円に対して、支出済額

は８万６，４４２円で、３万２，５５８円の不用額が出ております。

   平成２８年度においては、選挙管理委員会を１回開催したほか、連合長

選挙、及び議会議員選挙を市議会議員選出区分で３回、市長選出区分で１

回実施しております。

第３項 監査委員費については、予算現額３１万６千円に対して、支出

済額は２３万４，０４８円で、８万１，９５２円の不用額が出ております。

   不用額は、需用費等の執行残でございます。

   第３款第１項第１目 予備費については、予算現額１００万円で、支出

及び他への充用はありませんでした。

   一番下の歳出合計は、予算現額８，１１９万２千円に対して、支出済額

は７，６８０万１，７３６円で、不用額４３９万２６４円となっておりま

す。

   続いて、２３ページをお開き願います。

   実質収支に関する調書でございます。

   下から２行目の実質収支額４３９万７２９円については、純繰越額とし

て翌年度へ繰り越しており、平成２９年度一般会計当初予算において、予

め計上しておいた額を除いた残余を、今議会提出の平成２９年度一般会計

補正予算案に計上しております。

   次に、ページが飛びますが、７９ページをお開き願います。

   一般会計及び後ほど説明いたします特別会計の平成２８年度歳入歳出決

算について、平成２９年７月２５日に監査委員の審査を受けたところでご
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ざいます。

   その結果、「第４ 審査の結果」に記載のとおり、「各会計の歳入歳出決

算書等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数につい

ても正確であることを認めた。また、各会計における予算の執行状況、財

産の管理については、概ね適正に処理されていることを認めた。」との意見

が付されております。

以上で説明を終わります。

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〔前田愼一事務局長 着席〕

○議長（上門 秀彦君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

これより、表決に入ります。

それでは、認定第１号「平成２８年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

一般会計歳入歳出決算の認定の件」について採決いたします。

本件については、認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

「御異議なし」と認めます。

よって、本件は、認定されました。

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第５ 認定第２号「平成２８年度鹿児島

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

の件」を議題といたします。

   ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

前田事務局長。

〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） 認定第２号「平成２８年度鹿児島県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」について、

御説明申し上げます。

   議案書の２９ページからでございますが、主な点について、決算書の中
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の事項別明細書で御説明申し上げます。

  ４０ページをお開き願います。

  まず歳入でございます。

  第１款 市町村支出金 第１項第１目 事務費負担金については、予算

現額４億５，２６４万１千円に対して、収入済額は同額でございます。

  第２目 保険料等負担金については、予算現額１９７億２，６７７万  

１千円に対して、収入済額は１９７億６，３３９万３，７８７円で、    

３，６６２万２，７８７円の増額となっております。これは、保険料収入

が見込みより多かったことによるものでございます。

第３目 療養給付費負担金については、予算現額２１５億１８１万円に

対して、収入済額は２０９億８，８１４万４，６４１円で、５億      

１，３６６万５，３５９円の減額となっております。これは、療養給付費

が見込みより少なかったことによるものでございます。なお、市町村ごと

の実績額に対する過不足分については、翌年度精算となります。

  第２款 国庫支出金 第１項第１目 療養給付費負担金については、予

算現額６４３億３，２３６万円に対して、収入済額は６７２億      

４，０４０万４，０５３円で、２９億８０４万４，０５３円の増額となっ

ております。これは、交付額が予算額を上回ったことによるもので、実績

額を超過した分については、翌年度精算となります。

  第２目 高額医療費負担金については、予算現額１０億３千万１千円に

対して、収入済額は９億９，２９２万１，４７５円で、３，７０７万    

９，５２５円の減額となっております。

  第２項第１目 調整交付金については、予算現額２６４億９，４０２万

１千円に対して、収入済額は２７６億８，９９３万３千円で、１１億   

９，５９１万２千円の増額となっております。これは、交付額が予算額を

上回ったためでございます。

第２目 後期高齢者医療制度事業費補助金については、予算現額   

５，６０８万円に対して、収入済額は６，１２８万３，３１６円で、     

５２０万３，３１６円の増額となっております。

  第３目 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金については、予算現額
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１８億７，７６９万３千円に対して、収入済額は１８億９，１４２万   

５，１９０円で、１，３７３万２，１９０円の増額となっております。

  ４２ページをお開き願います。

  第３款 県支出金 第１項第１目 療養給付費負担金については、予算

現額２１４億４，４１２万円に対して、収入済額は２１４億４，１２２万

９，４３０円で、２８９万５７０円の減額となっております。

  第２目 高額医療費負担金については、予算現額１０億３千万１千円に

対して、収入済額は１０億３千万２，３９７円で、１，３９７円の増額と

なっております。

第４款 支払基金交付金 第１項第１目 後期高齢者交付金については、

予算現額１，０６２億５，１４２万円に対して、収入済額は１，０４０億

４，８３４万１，４０６円で、２２億３０７万８，５９４円の減額となっ

ております。これは、現役世代からの支援金でございますが、減額となっ

たのは、平成２７年度の交付金の確定・精算によって生じた返還額を平成

２８年度交付金から充当したことによるものでございます。

  第５款第１項第１目 特別高額医療費共同事業交付金については、予算

現額３，２７２万６千円に対して、収入済額は４，０７０万６，７９１円

で、７９８万７９１円の増額となっております。

  第６款 諸収入 第１項第３目 加算金については、予算現額１千円に

対して、調定額３７万１，３８７円、収入済額９万８，７２３円で、収入

未済額が２７万２，６６４円となっております。これは、医療機関の診療

報酬返還金に係る加算金の未納分で、翌年度への滞納繰越となります。

  第２項第１目 預金利子については、予算現額１，３５５万８千円に対

して、収入済額は１，５９７万１，０３２円で、２４１万３，０３２円の

増額となっております。これは、預金利子の実績に伴うものでございます。

  第３項第１目 第三者納付金については、予算現額３億１，０７３万  

５千円に対して、収入済額３億３３８万１，４０３円で、７３５万    

３，５９７円の減額となっております。これは、実績に伴うものでござい

ます。なお、収入未済額が８６３万３，６６５円ございますが、これは、

広域連合が交通事故等の加害者に直接請求している第三者損害賠償金７人
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分の未納金で、翌年度への滞納繰越となります。

  第２目 返納金については、予算現額３，７０８万１千円に対して、収

入済額１，５０８万９，４７１円で、２，１９９万１，５２９円の減額と

なっております。これは、医療機関からの診療報酬返還金や被保険者の不

当利得に伴う療養給付費返納金などの実績に伴うものでございます。なお、

収入未済額が３，０４６万４，４３７円ございますが、これは、３医療機

関分の診療報酬返還金２，６６１万７，５８８円が当該医療機関の破産手

続きなどにより未納となっているほか、３８人分の療養給付費返納金  

３８４万６，８４９円が未納となっているもので、これらについては、翌

年度への滞納繰越となります。

  ４４ページをお開き願います。

  第７款第１項第１目 繰越金については、予算現額１１１億１，９０５

万９千円に対して、収入済額は、ほぼ同額の１１１億１，９０５万    

９，８０２円でございます。

一番下の歳入合計は、予算現額２，７５７億１，１９７万１千円に対し

て、収入済額２，７７０億９，６３２万５，３０２円、収入未済額     

３，９３７万７６６円で、１３億８，４３５万４，３０２円の増額となっ

ております。

  ４６ページをお開き願います。

  次に歳出でございます。

  第１款 総務費 第１項第１目 一般管理費については、予算現額  

４億１，０６７万５千円に対して、支出済額は４億１７８万４，４８５円

で、８８９万５１５円の不用額が出ております。

  支出の主なものは、第１３節の後期高齢者医療電算処理システム保守・

運用業務委託料、第１４節の電算処理システム機器等の賃借料、第１９節

の派遣職員人件費等負担金及び長寿・健康増進事業実施市町村への特別対

策補助金等で、不用額の主なものは、第１２節 役務費の郵送料や第１３

節のガイドブック等作成業務委託料等の執行残でございます。

  ４８ページをお開き願います。

  第２項第１目 レセプト点検事業費については、予算現額１億    
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６，３２７万７千円に対して、支出済額は１億５，６３８万４，１００円

で、６８９万２，９００円の不用額が出ております。

  支出の主なものは、第１３節のレセプトの二次点検や診療報酬明細書等

データ作成の業務委託料、第１９節の次期国保総合システム導入事業負担

金などで、不用額の主なものは、同負担金等の執行残でございます。

第２目 訪問指導事業費については、予算現額１，６８５万１千円に対

して、支出済額は１，０１８万４，９９７円で、６６６万６，００３円の

不用額が出ております。

  支出の主なものは、第１３節の重複・頻回受診者訪問指導事業実施市町

村への業務委託料で、２８市町において、８１０人に対し、延べ１，２２

０回の訪問指導を行っており、不用額の主なものは、同業務委託料の執行

残でございます。

  第４目 医療費通知事業費については、予算現額３，９５５万円に対し

て、支出済額は３，９４６万５，３０８円で、８万４，６９２円の不用額

が出ております。

  医療費通知書を年３回、合計７９万６，１３７件発送しており、不用額

の主なものは、郵送料の執行残でございます。

  第５目 第三者行為求償事業費については、予算現額１，５８３万５千

円に対して、支出済額は１，２９２万７，１０６円で、２９０万      

７，８９４円の不用額が出ております。

  支出の主なものは、第１３節の交通事故などの第三者行為に関する求償

事務に係る国保連合会への業務委託料で、不用額の主なものは、同業務委

託料の執行残でございます。

  ５０ページをお開き願います。

  第２款 保険給付費 第１項第１目 療養給付費については、予算現額

２，４９９億１，９２３万９千円に対して、支出済額は２，４４３億    

６，９５６万１，２８７円で、５５億４，９６７万７，７１３円の不用額

が出ております。

  不用額は、実績が見込みより少なかったことによる執行残でございます。

なお、療養給付費戻入未済が６，６００円ございますが、これは、被保険
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者１人分の不当利得に伴う療養給付費返納金に係るものであり、翌年度へ

の滞納繰越となります。

  第２目 療養費については、予算現額２２億２，９９２万円に対して、

支出済額は２１億８，６９６万５，８１３円で、４，２９５万４，１８７

円の不用額が出ております。

  不用額は、実績が見込みより少なかったことによる執行残でございます。

  第３目 審査支払手数料については、予算現額４億９，４６８万１千円

に対して、支出済額は４億９，０１１万４，４７６円で、４５６万     

６，５２４円の不用額が出ております。

  これは、審査支払機関である国保連合会への各種レセプトの審査及び診

療報酬支払業務に係る手数料で、国保連合会においては、当該手数料につ

いて年度末に剰余金が生じた場合は、その額を翌年度の手数料の額から控

除する取り扱いとなっていることから、平成２７年度分の剰余金    

５，１３７万９７２円が、２８年度審査支払手数料の額から控除されてお

ります。

  第２項第１目 高額療養費については、予算現額１１８億１，９３７万

８千円に対して、支出済額は１１３億８，７７３万３，８７７円で、    

４億３，１６４万４，１２３円の不用額が出ております。

  不用額は、実績が見込みより少なかったことによる執行残でございます。

なお、高額療養費戻入未済が１万９，２００円ございますが、これは、被

保険者１人分の不当利得に伴う高額療養費返納金に係るものであり、翌年

度への滞納繰越となります。

  第２目 高額介護合算療養費については、予算現額２億７，１２９万円

に対して、支出済額は２億３，９１９万７，７３２円で、３，２０９万   

２，２６８円の不用額が出ております。

  不用額は、実績が見込みより少なかったことによる執行残でございます。

  第３項第１目 葬祭費については、予算現額３億２，４０８万円に対し

て、支出済額は３億２，３９２万円で、１６万円の不用額が出ております。

  不用額は、実績が見込みより少なかったことによる執行残でございます。

  第３款第１項第１目 県財政安定化基金拠出金については、予算現額
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１億８０７万円に対して、支出済額は、ほぼ同額の１億８０６万     

９，６０３円でございます。

  第４款第１項第１目 特別高額医療費共同事業拠出金については、予算

現額４，７１６万２千円に対して、支出済額は４，３５１万５，６１５円

で、３６４万６，３８５円の不用額が出ております。

  不用額は、著しく高額な医療費が見込みより少なかったことによる執行

残でございます。

  ５２ページをお開き願います。

  第５款 保健事業費 第１項第１目 健康診査費については、予算現額

２億５，９８４万９千円に対して、支出済額は２億４，９６３万     

２，２３８円で、１，０２１万６，７６２円の不用額が出ております。

  支出の主なものは、第１９節の長寿健診を実施する市町村への補助金で、

２８年度の受診者数は４万８，０８２人、受診率は３７．５３％となって

おり、２７年度より受診者数は３，０５０人の増、受診率は３．０１ポイ

ント上昇しております。

  不用額の主なものは、同補助金の執行残でございます。

  第２目 その他健康保持増進事業費については、予算現額１，３８５万

３千円に対して、支出済額は１，０５３万７，４３７円で、３３１万    

５，５６３円の不用額が出ております。

  支出の主なものは、第１３節の歯科医療機関への口腔検診業務委託料で、

２８年度の受診者数は１，９６７人、受診率は１０．８５％となっており、

２７年度より受診者数は７５人増えておりますが、受診率は０．２８ポイ

ント減少しております。

  不用額の主なものは、同委託料の執行残でございます。

  ５４ページをお開き願います。

  第７款 諸支出金 第１項第２目 保険料還付金については、予算現額

２，１８７万円に対して、支出済額は２，０８２万１，８１０円で、    

１０４万８，１９０円の不用額が出ております。

  第４目 償還金については、予算現額５１億５，３２８万５千円に対し

て、支出済額は５１億１，６２０万１，９７０円で、３，７０８万     
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３，０３０円の不用額が出ております。

  これは、平成２７年度の療養給付費等の実績に基づく精算により、  

国・県・市町村負担金等の超過交付額の返還を行ったもので、その内容は、  

５５ページの備考欄に記載のとおりでございます。

  第８款第１項第１目 予備費については、予算現額４３億９，５１４万

５千円に対して、支出はありませんでしたが、２９４万円を他へ充用して

おります。

  充用先は、５５ページの備考欄に記載しておりますが、これは葬祭費で

ございます。

  一番下の歳出合計は、予算現額２，７５７億１，１９７万１千円に対し

て、支出済額は２，６５１億７，２７２万６，２６６円で、不用額     

１０５億３，９２４万４，７３４円となっております。

続いて５９ページをお開き願います。

  実質収支に関する調書でございます。

  下から２行目の実質収支額１１９億２，３５９万９，０３６円について

は、純繰越額として翌年度へ繰り越しており、平成２９年度特別会計当初

予算において予め計上しておいた額を除いた残余を、今議会提出の平成

２９年度特別会計補正予算案に計上しております。

  なお、平成２８年度特別会計歳入歳出決算についての監査委員の審査結

果については、先ほど一般会計決算の説明の際に申し上げたとおりでござ

います。

  以上で説明を終わります。

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〔前田愼一事務局長 着席〕

○議長（上門 秀彦君） これより、質疑に入ります。

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑はないものと認めます。

   これより、討論に入ります。

   討論の通告がありますので、発言を許可いたします。

   なお、申し合わせにより、討論の回数は一議題につき１回限り、討論の
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時間は一人１０分以内となっておりますので、念のため申し上げます。

   ４番 前之園正和議員。

〔前之園正和議員 起立〕

○４番（前之園 正和君） 認定第２号でありますが、反対の討論を行います。

保険料は、２年ごとに引き上げられてきており、高齢者にとって、その

負担は大きいものとなっています。高齢者の主な収入は年金でありますが、

多くの場合は、その年金から有無を言わさず天引きされる特別徴収となっ

ております。保険料負担が重くのしかかっていることから、普通徴収の方

の中には、払いたくても払えない人も出てきています。払えなければ、正

規の保険証でなく、短期保険証や資格証明書ということにもなり、必要な

医療を遠ざけることにも繋がりかねない状況になっています。

   一方で、低所得者等に対する諸減免措置は、全体として縮小の方向にあ

ります。

   本来、高齢者の医療と健康を守ることは、広域連合の責務であります。

高すぎる保険料の引き下げ、一部負担金等の減免を拡充すること、高齢者

の健康増進事業を進めること、そのためにも、国や県に対して積極的な財

政負担を求め、高齢者が安心して医療にかかれる制度にすることが求めら

れます。

   根本的な問題としては、高齢者を年齢で差別的に分断する後期高齢者医

療制度は廃止すべきと考えます。

以上のようなことから、本認定議案に反対をいたします。

〔前之園正和議員 着席〕

○議長（上門 秀彦君） ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了い

たします。

  これより、表決に入ります。

   それでは、認定第２号「平成２８年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定の件」について採決いたしま

す。

   本案に異論がございますので、この採決は起立により行います。

   本件については、認定することに賛成の議員の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

「起立多数」であります。

よって、本件は認定されました。

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第６ 議案第１１号「平成２９年度鹿児

島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」を議題といた

します。

ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） 前田事務局長。

  〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） 議案第１１号「平成２９年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」について、御説明申し上げ

ます。

   議案書の１０３ページをお開き願います。

   今回の補正は、第１条に記載のとおり、歳入歳出それぞれ４３８万９千

円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，２７５万６千円と

するものでございます。

  主な点について、事項別明細書で御説明いたしますので、１０８ページ

をお開き願います。

   まず歳入でございます。

   第２款第１項第１目 繰越金を４３８万９千円増額いたしております。

これは、平成２８年度一般会計歳入歳出決算において、平成２９年度への

繰越金額が確定したことによるものでございます。

   次に歳出でございます。

   １０９ページをご覧ください。

   第３款第１項第１目 予備費を４３８万９千円増額いたしております。

これは、ただいま説明いたしました繰越金について、現段階では特段の使

途がないことから、予備費に計上するものでございます。

   以上で説明を終わります。

   御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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○議長（上門 秀彦君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

   これより、表決に入ります。

   それでは、議案第１１号「平成２９年度鹿児島県後期高齢者医療広域連

合一般会計補正予算（第１号）」について採決いたします。

   本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

   「御異議なし」と認めます。

   よって、本件は原案どおり可決されました。

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第７ 議案第１２号「平成２９年度鹿児

島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

を議題といたします。

ここで、当局の説明を求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） 前田事務局長。

  〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） 議案第１２号「平成２９年度鹿児島県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について、

御説明申し上げます。

   議案書の１１１ページをお開き願います。

今回の補正は、第１条に記載のとおり、歳入歳出それぞれ７５億    

７，１２２万５千円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ   

２，８５１億９０７万７千円とするものでございます。

   主な点について、事項別明細書で御説明いたしますので、１１６ページ

をお開き願います。

まず歳入でございます。

第１款 市町村支出金 第１項第３目 療養給付費負担金を４，５７１

万１千円増額いたしております。これは、平成２８年度療養給付費の     

確定・精算に伴い、負担不足となった市町村の負担金額を計上したもので
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ございます。

  第７款第１項第１目 繰越金を７５億２，５５１万４千円増額いたして

おります。これは、平成２８年度特別会計歳入歳出決算において、平成  

２９年度への繰越金額が確定したことによるものでございます。

  次に歳出でございます。

  １１７ページをご覧ください。

  第１款 総務費 第２項第４目 医療費通知事業費を６６３万円、  

第６目 後発医薬品普及事業費を２６万５千円、それぞれ増額いたしてお

ります。これは、平成２９年６月１日以降の郵便料変更に伴い、葉書の郵

便料が５２円から６２円へと１０円値上がりしたことから、医療費通知及

び後発医薬品差額通知の際に使用する葉書の郵便料差額分を増額するもの

でございます。

第７款 諸支出金 第１項第４目 償還金を４９億４，５００万円計上

いたしております。これは、平成２８年度療養給付費等の確定・精算に伴

う国・県・市町村の療養給付費負担金等、及び医療費適正化事業費等の    

確定・精算に伴う国庫補助金について、それぞれ右端の説明欄に記載の金

額を返還するものでございます。

第８款第１項第１目 予備費を２６億１，９３３万円増額いたしており

ます。これは、歳入において説明いたしました繰越金について、国等への

返納等の精算額が確定したものを控除した残りの分でございまして、特別

調整交付金など、平成２８年度の精算額が未確定のため、償還金に計上し

ていないものを含め、現段階では特定の使途がないことから、予備費に計

上するものでございます。

  以上で説明を終わります。

  御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〔前田愼一事務局長 着席〕

○議長（上門 秀彦君） これより、順次、質疑、討論に入ります。

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。

   これより、表決に入ります。
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   それでは、議案第１２号「平成２９年度鹿児島県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について採決いたします。

   本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

   「御異議なし」と認めます。

   よって、本件は原案どおり可決されました。

○議長（上門 秀彦君） 次は、日程第８「一般質問」を行います。

   それでは、通告による一般質問の発言を許可いたします。

   ４番 前之園正和議員。

〔前之園正和議員 起立〕

○４番（前之園 正和君） 通告に基づき一般質問を行います。

   後期高齢者医療制度は、原則として７５歳以上の方、または６５歳以上

７５歳未満で一定程度の障害の状態にある方を対象とし、生活保護受給者

など一部適用除外があります。保険証交付や保険料徴収などの窓口業務は、

各市町村が行っていますが、制度の運営そのものは、県を単位とした広域

連合が行っていますので、全体については当然ながら広域連合が把握して

いるわけであります。

   保険証については、原則１年有効でありますが、一定の滞納があれば短

期保険証になり、さらには窓口でいったん全額支払をしなければならない

資格証明書になっています。保険料は、年額１８万円の年金があれば、年

金からの天引きが原則となっており、普通徴収の方の多くはその年金もな

く、収入もないか、極めて少ない方々であります。すなわち、滞納をしが

ちな人は元々担税力のない方が多いわけであります。

   そこで伺いますが、まず第１点、短期保険証並びに資格証明書の負担区

分ごと交付件数について、直近３年の推移はどのようになっているか、伺

います。

   第２点目として、短期保険証のうち、期限切れになったまま更新されず、

未渡しになっている件数はどうなっているか、伺います。

   第３点目として、保険料の滞納により差し押さえを行った件数と金額に

ついて、直近３年の推移はどのようになっているか、伺います。
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   ４点目として、差し押さえの運用基準はどのようになっていて、差し押

さえの内容はどのようなものか、以上伺います。

〔前之園正和議員 着席〕

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） 前田事務局長。

  〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） ただいま短期被保険者証並びに資格証明書の交

付件数等について、お尋ねがございました。

まず１点目でございます。短期被保険者証の交付件数につきましては、

本年９月末現在で最も新しい数値が出ておりますので、直近３年の推移と

いうことで、平成２７年度から平成２９年度の各年度における９月末現在

の件数を、また、負担区分につきましては、保険医療機関等の窓口で支払

う一部負担金の割合である１割、３割の負担区分で申し上げますと、負担

区分１割の方の交付件数は、平成２７年度４９５件、２８年度４８１件、

２９年度４７０件となっております。

また、負担区分３割の方の交付件数は、平成２７年度２７件、２８年度

２４件、２９年度１７件となっており、負担区分に関わらず交付件数は減

少傾向にございます。

被保険者資格証明書については、制度発足より現在に至るまで、交付の

実績はございません。

   次に２点目でございます。短期被保険者証が未渡しとなっている件数に

つきましては、直近の平成２９年９月末現在で１３９件でございます。

   続きまして、差し押さえの関係でございます。３点目でございます。ま

ず保険料滞納に係る差し押さえの件数と金額の推移について、平成２６年

度から平成２８年度の過去３年の実績で申し上げますと、平成２６年度は

９０件の８５１万５，４９７円、平成２７年度は８８件の１，００３万  

４千円、平成２８年度は２８４件の１，９９８万９，８５８円となってお

り、平成２８年度に件数金額共に大きく増えているところでございます。

次に、差し押さえの運用基準と差し押さえの内容についてでございます

が、保険料は、後期高齢者医療制度を運営していく上での安定的な財源と
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して不可欠なものであり、その収納の確保は被保険者間の負担の公平を図

るとともに、支援金を負担している現役世代の理解を得る観点からも極め

て重要なことであると考えているところでございます。

   このため当広域連合では、保険料収納対策実施計画を策定いたしますと

ともに、具体的な収納対策の取り組みについて、保険料徴収事務取扱を定

め、実際に徴収事務を行う市町村と連携を取りながら、広報活動や口座振

替の推進、収納対策の早期着手などにより、未納防止に努めていただいて

いるところでございます。

   また、未納が発生した場合は、文書や電話による催告、隣戸訪問等によ

って、自主的な納付を促すとともに、被保険者の個々の事情を十分に把握

し、きめ細やかな納付相談も行っていただいているところでございます。

   このような取り組みを行った上で、なお納付いただけない場合は、地方

自治法の規定に基づき督促状により督促し、それでも納付がない場合は、

催告書等を送付しております。そして、催告したにも関わらず納付いただ

けない場合は、地方自治法の規定により、地方税法の滞納処分の例により

処分することができるとされておりまして、地方税法においては、滞納者

に対する差し押さえについて規定されておりますことから、市町村におい

ては、これらの関係法令に基づき、最終的な手段として差し押さえを行っ

ているところでございます。

   なお、差し押さえに当たりましては、市町村において滞納者の財産調査

等を行っており、その上で支払い能力がありながら納付の意思がないと判

断した場合に、差し押さえを行っているところでございます。

   また、差し押さえの主な内容は、預貯金、生命保険、不動産、税還付金

等でございます。以上でございます。

〔前田愼一事務局長 着席〕

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） ４番 前之園正和議員。

〔前之園正和議員 起立〕

○４番（前之園 正和君） 回答いただきました。

当広域連合のホームページを見ますと、次のような記載があります。「特
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別な理由がなく保険料を滞納した時には、通常より有効期限の短い保険証

が交付されます。また、滞納が１年以上続き悪質な場合は、保険証を返し

ていただき、代わりに資格証明書が交付されることもあります。資格証明

書で病院にかかる時には、医療費をいったん全額自己負担していただくこ

とになります。」とあります。

   そこで伺いますが、年金がなかったり、少なかったり、あるいは収入が

なかったり、極端に少なかったり、その他の資産もなく、軽減措置がなさ

れても、軽減・減免などがなされても、それでも払えないなど、一言で言

えば経済的理由による場合でありますが、この経済的理由による場合とい

うのは、特別の理由として当たるのではないかというふうに思うのですが、

そこのところはどのようにお考えでしょうか。

   それともう一つは、資格証の発行はないということでありましたが、考

え方の上で伺いますが、悪質な場合には資格証ということになっているわ

けですが、少なくとも窓口相談に応じて納付計画を立てるということにな

れば、それは悪質とは言えないのではないかという気はするんですが、そ

のへんはどのようにお考えか、伺います。

   それから、この差し押さえについては、平成２６年度、２７年度、２８

年度、伺ったわけですが、件数を見れば、答弁にもありましたように、平

成２６年度、２７年度はだいたい同じような９０、８８ですけど、２８年

度は２８４というふうに概略３倍になっているわけですが、これはどうい

った理由なのか、差し押さえの運用基準等についても答弁いただいたんで

すが、この運用が変わってきたのか、それともどういったことで、この３

倍ほどになったのか、伺います。

   それから、短期保険証の未渡しが１３９件ということでしたが、正規の

保険証が一番いいわけですけど、短期であれ、少なくとも交付することが、

広域連合なり事務を預かる地方自治体の責任だというふうに思うのですが、

更新されず未渡しの分ですね、未渡しの分が１３９件ということですが、

これは、渡すということは、連合の仕事としては、あるいは地方自治体の

仕事として、郵送等も含めて、渡すことは必要なんじゃないかというふう

に思うんですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
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〔前之園正和議員 着席〕

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） 前田事務局長。

  〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） 今、いろいろとお尋ねをいただきました。

まず１点目の経済的理由。年金のみの生活等で非常に生活に困っておら

れる方がいらっしゃる。そういった方々の事情というのは、その特別な理

由に当たるのではないかといったような御質問の主旨であったかというふ

うに思います。この点につきましては、国のほうからの指導もございまし

て、所得の少ない被保険者への対応ということで、例えばそういう非常に

所得の少ない被保険者の方につきましては、保険料の一部減免でございま

すとか、そういう措置が取られているところでございますけれども、そう

いった方々に対しては、収納対策を適切に講じるとともに、その特別な事

情の判断を適切に行うことにより、資格証明書の交付に至らないようにし

て欲しいといった国からの指導もございますので、私どもといたしまして

は、市町村と連携を図りながら、そういった方々の個々の事情を十分に調

査し、把握した上で、納付相談等を行うなど、きめ細やかな対応を取って

いるところでございます。

   それから、納付相談をすれば悪質と言えないのではないかといったよう

なお尋ねが２点目だったかと思います。これにつきましては、納付相談に

きちんと応じていただきまして、それによりまして、例えば分割納付でご

ざいますとか、そういった対応を取っていただく、納付のお約束をしてい

ただいた方につきましては、短期被保険者証を発行いたしまして、また、

その後のその方の経済状況等をそれぞれ把握をいたしまして、完納いただ

けるように御協力をお願いしているといったようなことで、そういった対

応をされていらっしゃる滞納者の方につきましては、資格証明書を発行す

るというようなことはございません。

   それから、平成２８年度に増加いたしましたことについて、運用が変わ

ってきたかということでございますけれども、これは特別私どもが、先ほ

どの最初の答弁で申し上げましたとおり、直ちに差し押さえということで
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はございませんで、その前に未納防止といったことから、早期の対応をい

ろいろと段階を踏んで取った、その最後の段階で差し押さえということで

ございます。そういったようなことで、その段階におきまして、きちんと

納付相談に応じていただいた方については、悪質とは言えないわけでござ

いますので、２８年度において増加したということについて、特別その運

用のやり方が変わったということではございませんで、これは市町村にお

かれまして、それぞれ積極的な収納対策に取り組んでいただいた結果であ

ろうというふうに考えているところでございます。

   それから、短期被保険者証の未渡しの部分についてでございますけれど

も、これにつきましても私ども、やはりきちんとお渡しできるように努め

ておりまして、その方の事情によりまして、例えば入院でございますとか、

なかなか窓口に受け取りに来ることができないというような方につきまし

ては、御本人あるいは親族の方等と連絡を取りまして納付相談をした上で

本人に届くように、例えば郵送でございますとか、あるいはそういったこ

とで確実にお届けできるように努めていただいているところでございます。

また、なかなか応じてもらえない方につきましても、これは直接その方

の所に訪問をいたしまして、その生活の状況を把握し、納付相談等を行っ

た上で届けるようにということで、実際に未渡しの件数が出ておりますけ

れども、確実に届くような努力をいたしているといったような状況でござ

います。

〔前田愼一事務局長 着席〕

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） 前之園正和議員。

〔前之園正和議員 起立〕

○４番（前之園 正和君） 資格証については、全体として発行はないという

ことでした。それに関連をして、納付の相談に来れば、分割なりの約束を

して、短期になることはあっても、悪質とは言えないので資格証にはなら

ないと。その結果が０という数字には反映されているということだったか

というふうに思います。

それでは、この短期保険証については、全体として数字を伺ったわけで
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すが、これは各自治体で具体的にいろいろ違うと思うんですね。細部につ

いて言えば。そこで短期保険証について、それを交付することなく、全て

正規の保険証で対応していると。つまり資格証はないのはもちろんですが、

短期保険証も発行してないという自治体があるのかどうか、これを一つ伺

います。

もう一つは、今日の一般質問としては、連合の所管する全地方自治体の

ものを一括で伺ったわけですが、短期保険証の交付状況、それから差し押

さえの状況等について、各自治体ごとの状況が分かる、それぞれの自治体

はどうなっているかということについての資料を整理していただき、後日

でもいただけないかどうか。その際には、過去３年とかいうことではなく

て、一番新しいものだけでもよろしいかと思うんですが、全て正規保険証

でやっている自治体があるかどうかということと、資料整理をしていただ

いた上で、各自治体ごとの数字をいただけないかどうか、後日ですね。そ

の点について伺います。

〔前之園正和議員 着席〕

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長（上門 秀彦君） 前田事務局長。

  〔前田愼一事務局長 起立〕

○事務局長（前田 愼一君） 短期被保険者証を交付してない市町村があるか

どうかということでございますけれども、先ほど平成２７年度から２９年

度までの９月末現在の交付件数を申し上げましたけれども、例えば平成２

９年の９月末現在、平成２９年度の状況で申し上げますと、短期証の交付

対象者が全くいらっしゃらない市町村はございます。これは数としては少

のうございますけれども、県内で平成２９年９月末現在ですと６町村ござ

います。６町村におきましては、短期証の交付対象となる方が全くいらっ

しゃらなかったといったような状況でございます。

それから、短期証等の市町村ごとの資料の提供をという御依頼がござい

ました。これにつきましては、私どものほうで整理をいたした上で、準備

が整い次第、議員の皆様にまた配布をさせていただきたいというふうに思

っております。以上でございます。
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〔前田愼一事務局長 着席〕

○議長（上門 秀彦君） 以上で、通告による質問を終わります。

ほかになければ、これをもって「一般質問」を終了いたします。

○議長（上門 秀彦君） 以上で、今議会に付議された案件はすべて議了いた

しました。

   ここで、岩切広域連合長から発言の申し出がありますので、これを許可

いたします。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

岩切広域連合長。

  〔岩切秀雄広域連合長 起立〕

○広域連合長（岩切 秀雄君） 定例会の閉会に当たりまして一言御挨拶を申

し上げます。

本日は、議員の皆様方には慎重な御審議を賜り、また、提案いたしまし

た議案について、いずれも原案どおり可決を賜りましたことに心から感謝

を申し上げます。

   当広域連合といたしましては、今後とも関係各機関、団体とも連携を図

り、本制度の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。

   議員の皆様方をはじめ、関係各位におかれましては、今後とも制度の運

営について御理解・御協力を賜りますよう、改めてお願いを申し上げまし

て、閉会の御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

〔岩切秀雄広域連合長 着席〕

○議長（上門 秀彦君） 以上で、本日の会議を閉じます。

これをもって、平成２９年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第２回

定例会を閉会いたします。

＝閉会：午後３時０４分＝
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